
 

 令和６年度（２０２４年度）町田市一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 第１条第１項中「１７９，２８２，４２６千円」を「１７７，８１０，６８７千円」

に改める。 

 第１表歳入歳出予算、第２表債務負担行為及び第３表地方債の表の一部を次のよう

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算 

歳  入                              単位：千円 

款 項 原 案 額 
修 正 額 

修正後金額 
増 減 

 
16.都支出金 

 26,042,422 ― 13,384 26,029,038 

2.都補助金 13,395,160 ― 13,384 13,381,776 

 
18.寄附金 

 228,426 ― 325 228,101 

1.寄附金 228,426 ― 325 228,101 

 
19.繰入金 

 9,219,864 ― 598,030 8,621,834 

2.基金繰入金 9,219,861 ― 598,030 8,621,831 

 
22.市債 

 9,219,000 ― 860,000 8,359,000 

1.市債 9,219,000 ― 860,000 8,359,000 

歳 入 合 計 179,282,426 ―  1,471,739 177,810,687 

歳  出                             単位：千円 

款 項 原 案 額 
修 正 額 

修正後金額 
増 減 

 
3.民生費 

 92,880,475 ― 5,500 92,874,975 

2.児童福祉費 39,097,365 ― 5,500 39,091,865 

 

8.土木費 
 17,425,845 ― 78,200 17,347,645 

2.道路橋梁費 6,143,706 ― 5,000 6,138,706 

3.都市計画費 10,537,610 ― 73,200 10,464,410 

10.教育費 

 18,746,597 ― 1,388,039 17,358,558 

1.小中学校費 14,388,995 ― 600,951 13,788,044 

2.社会教育費 3,371,492 ― 787,088 2,584,404 

歳 出 合 計 179,282,426 ― 1,471,739 177,810,687 



第２表 債務負担行為                       単位：千円 

事   項 期 間 限 度 額 修正内容 

芹ヶ谷公園擁壁設置事業 
令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 
73,800 削除 

本町田地区・南成瀬地区統合

新設小学校物品等移転事業 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 
62,180 削除 

鶴川東地区統合新設小学校擁

壁改修設計事業 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 
7,700 削除 

鶴川西地区統合新設小学校基

本・実施設計事業 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 
250,420 削除 

南第一小学校外小学校用運動

場等整備事業 

令和 6 年度から 

令和 7 年度まで 
31,548 削除 

南第一小学校外仮校舎借上事

業 

令和 6 年度から 

令和 13 年度まで 
3,630,000 削除 

南成瀬地区統合新設小学校仮

校舎借上事業 

令和 6 年度から 

令和 10 年度まで 
128,778 削除 

本町田地区・南成瀬地区統合

新設小学校整備等ＰＦＩ事業 

令和 6 年度から 

令和 24 年度まで 
24,831,284  削除 

芹ヶ谷公園”芸術の杜”パーク

ミュージアム・（仮称）国際工

芸美術館整備事業 

令和 6 年度から 

令和 8 年度まで 
3,621,945 削除 

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パーク

ミュージアム整備・運営事業 

令和 6 年度から 

令和 21 年度まで 
11,089,561 削除 

 

 



第３表 地方債                          単位：千円 

起 債 の 目 的  原 案 額 
修 正 額 修正後金額 

（修正内容） 増 減 

都市計画公園整備事業 1,164,000 ― 36,000 
1,128,000 

（減額） 

小中学校施設改築事業 63,000 ― 63,000 
0 

（削除） 

小中学校施設改修事業 1,354,000 ― 171,000 
1,183,000 

（減額） 

小中学校屋外教育環境整

備事業 
17,000 ― 17,000 

0 

（削除） 

（仮称）国際工芸美術館整

備事業 
573,000 ― 573,000 

0 

（削除） 

計 9,219,000 ― 860,000 8,359,000 

 

 

 

 

 

 

  



予算修正の説明 

 

１． 第１条第１項中、歳入歳出予算の額１７９，２８２，４２６千円から歳入歳出

それぞれ１，４７１，７３９千円を減額し、１７７，８１０，６８７千円とす

る。 

 

２． 第１表歳入歳出予算の歳入、款１６．都支出金、項２．都補助金１３，３９５，

１６０千円のうち、目１．総務費都補助金の市町村総合交付金《財政課》３，

６２０，０００千円から１０，０００千円、目６．土木費都補助金の緑地保全

事業費《公園緑地課》２１，５８８千円から３，３８４千円を減額し、１３，３

８１，７７６千円とする。 

 

３． 第１表歳入歳出予算の歳入、款１８．寄附金、項１．寄附金２２８，４２６千

円のうち、目２．指定寄附金の指定寄附金《財政課》２２４，４２５千円から

３２５千円を減額し、２２８，１０１千円とする。 

 

４． 第１表歳入歳出予算の歳入、款１９．繰入金、項２．基金繰入金９，２１９，８

６１千円のうち、目１．基金繰入金の財政調整基金繰入金《財政課》６，１９

２，８３１千円から３７９，６８２千円、公共施設整備基金繰入金《財政課》

２，０００，０００千円から２１２，０００千円、まちだ未来づくり基金繰入

金《財政課》１７，５４９千円から３２５千円、まち・ひと・しごと創生基金繰

入金《企画政策課》６，６１９千円から６，０２３千円を減額し、８，６２１，

８３１千円とする。 

 

５． 第１表歳入歳出予算の歳入、款２２．市債、項１．市債９，２１９，０００千円

のうち、目５．土木債の都市計画公園整備事業《公園緑地課》９１３，０００



千円から３６，０００千円を減額し、目７．教育債の小中学校施設改築事業《施

設課》６３，０００千円を削除し、小中学校施設改修事業《施設課》１，３３

２，０００千円から１７１，０００千円を減額し、小中学校屋外教育環境整備

事業《施設課》１７，０００千円を削除し、（仮称）国際工芸美術館整備事業《文

化振興課》５７３，０００千円を削除し、８，３５９，０００千円とする。 

 

６． 第１表歳入歳出予算の歳出、款３．民生費、項２．児童福祉費３９，０９７，３

６５千円のうち、目５．児童青少年費の学童保育費２，０１３，７００千円か

ら５，５００千円を減額し、３９，０９１，８６５千円とする。 

 

７． 第１表歳入歳出予算の歳出、款８．土木費、項２．道路橋梁費６，１４３，７０

６千円のうち、目３．道路維持費の道路維持費１，２６５，８６７千円から４，

６９０千円、街路灯費３２７，２５１千円から３１０千円を減額し、６，１３

８，７０６千円とし、項３．都市計画費１０，５３７，６１０千円のうち、目

８．公園緑地費の都市公園費２，４９２，７１１千円から７３，２００千円を

減額し、１０，４６４，４１０千円とする。 

 

８． 第１表歳入歳出予算の歳出、款１０．教育費、項１．小中学校費１４，３８８，

９９５千円のうち、目１．教育総務費の小学校管理運営費１，１４３，１７６

千円から５，０８７千円を減額し、目２．学校施設費の小学校施設費１，２５

８，５５４千円から４９８，１７６千円を減額し、中学校施設費１，４８７，

６４１千円から９５７千円を減額し、目３．学事費の小学校維持費１４，８０

５千円から１，０００千円を減額し、目４．保健給食費の小学校給食運営費８

６４，９８２千円から２，７５０千円を減額し、目５．教育指導費の小学校ネ

ットワーク費７８４，３８１千円から３０，３６０千円を減額し、目７．新た

な学校づくり推進費の事務局運営費６２，６７６千円から６２，６２１千円を



減額し、１３，７８８，０４４千円とし、項２．社会教育費３，３７１，４９２

千円のうち、目２．文化振興費の（仮称）国際工芸美術館整備費７９２，２０

５千円から７８７，０８８千円を減額し、２，５８４，４０４千円とする。 

 

９． 第２表債務負担行為の事項から芹ヶ谷公園擁壁設置事業、本町田地区・南成瀬

地区統合新設小学校物品等移転事業、鶴川東地区統合新設小学校擁壁改修設計

事業、鶴川西地区統合新設小学校基本・実施設計事業、南第一小学校外小学校

用運動場等整備事業、南第一小学校外仮校舎借上事業、南成瀬地区統合新設小

学校仮校舎借上事業、本町田地区・南成瀬地区統合新設小学校整備等ＰＦＩ事

業、芹ヶ谷公園”芸術の杜”パークミュージアム・（仮称）国際工芸美術館整備

事業、芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム整備・運営事業を削除する。 

 

１０． 第３表地方債の限度額９，２１９，０００千円のうち、都市計画公園整備事業

の限度額１，１６４，０００千円から３６，０００千円を減額、小中学校施設

改築事業の限度額６３，０００千円を削除、小中学校施設改修事業の限度額１，

３５４，０００千円から１７１，０００千円を減額、小中学校屋外教育環境整

備事業の限度額１７，０００千円を削除、（仮称）国際工芸美術館整備事業の限

度額５７３，０００千円を削除し、８，３５９，０００千円とする。 


